
お
知
ら
せ

住
民
係
の
窓
口
を

時
間
延
長
し
ま
す
！

４
月
か
ら
、
住
民
係
の
窓
口
時

間
を
１
時
間
延
長
し
て
、
住
民
票

な
ど
の
交
付
を
お
こ
な
い
ま
す
。

今
年
１
月
よ
り
、
試
験
的
に
窓

口
延
長
を
行
い
、
２
月
末
現
在
で

４８
名
の
ご
利
用
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
一
定
の
ご
利
用
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー

ト
で
も
、
実
施
方
法
に
つ
い
て
多

数
の
方
が
適
当
と
回
答
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
４
月
以
降
も
実
施
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

な
お
、
取
扱
い
事
務
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
ご
理
解

の
ほ
ど
お
願
い
し
ま
す
。

取
扱
い
事
務

�
番
窓
口

・
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
の
交
付

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付

・
印
鑑
登
録
申
請

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

窓
口
延
長
時
間

午
後
６
時
１５
分
ま
で
延
長

人
口
動
態
職
業
・
産
業

調
査
に
ご
協
力
を

厚
生
労
働
省
で
は
毎
年
人
口
動

態
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

の
調
査
は
皆
さ
ん
か
ら
の
出
生
・

死
亡
・
死
産
・
婚
姻
及
び
離
婚
の

各
届
書
を
も
と
に
、
出
生
や
死
亡

の
状
況
な
ど
を
調
べ
る
も
の
で
す

が
、
国
勢
調
査
の
行
わ
れ
る
年
に

は
、
届
書
に
職
業
の
記
入
も
お
願

い
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
死
亡
届
に
は
、
併
せ
て
産
業

の
記
入
も
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
今
後
の
保
健
福

祉
の
向
上
の
た
め
の
統
計
資
料
と

し
て
活
用
し
ま
す
。

本
年
は
国
勢
調
査
の
年
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
届
出
を
さ
れ
る
方
々

に
は
ご
面
倒
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〈
調
査
期
間
〉平
成
１７
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
１８
年
３
月
３１
日
ま
で
の

１
年
間

〈
調
査
対
象
者
〉出
生
届
・
死
亡
届
・

死
産
届
・
婚
姻
届
及
び
離
婚
届
の

届
出
を
さ
れ
る
方
々

〈
調
査
方
法
〉各
届
書
の
届
出
を
さ

れ
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
職
業
を

記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
死
亡
届
に
は
農
業
、
建

設
業
、
不
動
産
業
と
い
っ
た
産
業

も
併
せ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
を
す
る
町
民
課
住
民
係
の

窓
口
で
「
出
生
届
・
死
亡
届
・
死

産
届
・
婚
姻
届
・
離
婚
届
を
さ
れ

る
方
に
お
願
い
（
職
業
・
産
業
例

示
表
）」
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、

参
考
の
う
え
、
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、
窓
口
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
住
民
係

�
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８
５
―
４
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０
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法法定定外外公公共共用用財財産産のの譲譲与与ににつついいてて
４月１日から法定外公共用財産である『里道（農道）、水路』の財産管理権が国から松前町に譲与される

ことになりました。
このことにより、里道内に給排水管を埋設したり、水路の上に橋を架ける場合に必要な許可や用途の廃

止を松前町がすることになり、手続きの短縮を図ることができるようになりました。

【使用許可の手続】
１． 法定外公共用財産を新規に占使用又は継続
占使用したい場合は、
法定外公共用財産（継続）使用許可申請書を
提出してください。

２． 占使用者が変わった場合は、
権利義務の譲与許可申請書を提出してくださ
い。

３． 工作物などを変更する場合は、
法定外公共用財産変更使用許可申請書を提出
してください。

４． 法定外公共用財産を占使用する必要がなく
なった場合は、
法定外公共用財産使用廃止届を提出してくだ
さい。

占使用期間は最大５年間です。占使用期間を
更新する場合は、必ず法定外公共用財産（継続）
使用許可申請書を提出し、更新の許可を受けて
ください。

【用途廃止】
現況の機能を喪失しており、将来も必要がな
いと認められる法定外公共用財産は、用途を廃
止し、売払い、譲与、交換のいずれかで処分す
ることができます。
１．売払い

法定外公共用財産が袋地や狭長で、単独で
の使用が困難なものについては、売払いを受
けることができます。

２．譲与
必要な法定外公共用財産については、代替
施設を寄付することで、法定外公共用財産の
譲与を受けることができます。

３．交換
松前町が工事を施工するため、必要に応じ
て民地と法定外公共用財産を交換する場合が
あります。

里道や水路などの法定外公共用財産は、皆さ
んにとって身近な財産のひとつです。正しく使
用するように心がけてください。

問い合わせ 役場まちづくり課管理係 �９８５－４１５６
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